
 問 子育て支援センター ☏０７４５（４３）２５７５ 
※適切な感染対策を講じながら事業を実施します。 

日 時 間 内 容 場 所 

8 日（水） 午前 10 時～11 時 30 分 ★ベビーマッサージ 子育て支援センター 

9 日（木） 午前 10 時～11 時 30 分 2 歳児親子広場 子育て支援センター 

16 日（木） 午前 10 時～11 時 30 分 1 歳児親子広場 子育て支援センター 

23 日（木） 午前 10 時～11 時 30 分 0 歳児親子広場 子育て支援センター 

24 日（金） 午前 10 時～11 時 30 分 ★めばえ広場 子育て支援センター 

25 日（土） 午前 10 時～11 時 ★おたのしみデー 子育て支援センター 

30 日（木） 午前 10 時～11 時 30 分 ★子育て講座 子育て支援センター 

    

子育て支援センター  こんにちは♪ひだまりです♪ 

★めばえ広場 
（0 歳から 3 歳までの未就園児対象） 
 
日時 ５月２４日（金）１０：００～１１：３０ 

場所  川西町子育て支援センター 
対象自治会 出屋敷・マック結崎・美幸・ルソレイユ 
 
ご近所さんが集まり交流を深めていただく事業で

す。 
対象自治会にお住いの方には、川西町子育て支援

センター職員が自宅訪問し、案内状を配布させて

いただきます。お留守の時は、ポストに投函させ

ていただきますのでよろしくお願いいたします。 
 

★ベビーマッサージ（要申込） 
ベビーマッサージは、赤ちゃんの脳や身体機能

の発達を促し、親子のきずなを深め、赤ちゃん

の心をはぐくむと言われています。この機会に

いかがですか？ 

 
日時 ５月 ８日（水）１０：００～１１：３０ 
場所 川西町子育て支援センター 
対象 0 歳～1 歳の赤ちゃんとその保護者 
 
※川西町子育て支援センターに登録されていない

親子の参加も OK です。 
前日までに川西町子育て支援センターに申し込ん

でください。 

★おたのしみデー(要申込) 
 
日時 ５月２５日（土）１０：００～ 
内容・何で遊ぶかは、お楽しみ！！ 
  ・５月のお誕生会 
お誕生日の子ども達には、誕生日カード・写真のプレ

ゼントがあります。 
幼稚園・保育園・こども園に通われている方もぜひ川

西町子育て支援センターに遊びにきてくださいね。 
お父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃん

もご一緒にどうぞ。 
（川西町子育て支援センターに登録してくださいね） 
 

★第 1 回子育て講座（要申込） 
日時 ５月３０日（木）午前１０時～１１時３０分 
内容 「パパ・ママのためのコミニュケーション・ワーク 」 
   ～想像力やあそびの心を豊かにするコミュニケーション 

ワークを体験してみませんか～ 

講師 東浦幸子さん（川西町臨床心理士） 
場所 川西町子育て支援センター 
前日までに川西町子育て支援センターに申し込んでく

ださい。 
この講座は川西町子育て支援センターに登録されてい

る方に限らず川西町の方ならどなたでも参加できま

す。 
前日までに川西町子育て支援センターに申し込んでく

ださい。 



 

4 月の様子 

★4 月 19 日（金）きずなサロン   （川西町在住の 0～1 歳までの子どもとその保護者対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て相談について    
子育てでの不安や悩みのご相談はありませんか？ 
ひとりで悩まないでご相談ください。   
 
対象 0 歳～就学前の子どもの保護者 
相談方法  ・電話相談 ℡ ０７４５－４３－２７７４  

・来所相談 ・訪問相談（ご希望により

相談員がお伺いします。） 
相談日時  火・水・木・金・土（9 時～17 時） 
相談員  臨床心理士・保健師・保育士 
★相談無料  ★秘密厳守 
 

「あずかり隊」からのお知らせ 

お子さんの一時預かりを希望される方、気がねなくご利用ください。

理由は問いません 

  ①援助の依頼        ② 援助活動の依頼 

    ④援助者の紹介       ③ 援助活動の了承 

依頼者          川西町            援助者 

子育て支援センター                   

料金：おこさんひとりあたり１時間６００円（きょうだいでの利用の

場合 2 人目以降、ひとり３００円加算） 

※詳しくは川西町子育て支援センターまで。 

（℡０７４５－４３－２５７５） 



★4 月 20 日（土）おたのしみデー  「ボールプールであそぼう！！」 

 

★4 月 23 日（火）めばえ広場     （自治会別 川西町在住の 0～就学前児の親子対象 ） 

 

 


